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わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ野洲市実行委員会 
第２回 競技・式典専門委員会 

 
次 第 

 

                     日時：令和６年２月 21日(水) 10時 00分より 

                     場所：野洲市役所 本館１階第１会議室 

 

１ 開 会 

 

２ 委員長挨拶 

 

３ 報告事項 

  （１）わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ野洲市実行委員会 

競技・式典専門委員会委員の変更 

（２）わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ野洲市開催推進総合年次計画について 

  （３）わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ野洲市開催競技日程について 

  （４）わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ野洲市開催競技会場等実施設計業務の進捗について 

  （５）燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会、 

ＳＡＧＡ2024リハーサル大会視察報告（別冊資料） 

 

４ 議 事 

  第１号議案 わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ 野洲市情報通信基本計画（案） 

 

５ その他 

 

６ 閉 会 
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わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ野洲市実行委員会競技・式典専門委員会委員の変更 

 

 わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ野洲市実行委員会会則第１３条第４項において準用する、会則

第８条第１項に基づき、わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ野洲市実行委員会競技・式典専門委員会

委員の変更について、次のとおり報告します。 

 

委員（１名） 

所属機関・団体名・役職 新任者 前任者 

野洲市体育振興会連絡協議会 会長 高谷 澄男 森地 信晴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告事項 
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わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ野洲市実行委員会 

 競技・式典専門委員会 委員名簿 

 

令和６年２月 21日現在  

（順不同・敬称略）   

委員長（１名） 

選出区分 所属機関・団体名 役職 氏名 備考 

スポーツ関係 野洲市スポーツ協会 会長 山本 博一  

 

副委員長（１名） 

選出区分 所属機関・団体名 役職 氏名 備考 

スポーツ関係 野洲市スポーツ推進委員協議会 研修部長 松並 典子  

 

委員（６名） 

選出区分 所属機関・団体名 役職 氏名 備考 

スポーツ関係 野洲市体育振興会連絡協議会 会長 高谷 澄男 ※ 

スポーツ関係 一般社団法人滋賀県卓球協会 理事長 堀内 安宏  

スポーツ関係 一般社団法人滋賀県バスケットボール協会  市バスケットボール協会長 中村 幸道  

スポーツ関係 滋賀県武術太極拳連盟 副理事長 吉田 由美子  

スポーツ関係 ＮＰＯ法人ＹＡＳＵほほえみクラブ クラブマネジャー 外田 順一  

スポーツ関係 さざなみスポーツクラブ クラブマネジャー 河上 ひとみ  

新任者については備考欄に※を記載 

委員長１名、副委員長１名、委員６名                     合計 ８名 
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報告事項 
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わた SHIGA輝く国スポ・障スポ野洲市開催競技日程および開催施設 

 

１．野洲市で開催される競技 

 

国民スポーツ大会 

○正式競技  【野洲市が主体で準備・運営を行う】 

競技名 種別 開催日程 競技会場 

卓球 全種別 ９月 28日(日)～10月２日(木) 野洲市総合体育館 

バスケットボール 成年女子 10月４日(土)～７日(火) 野洲市総合体育館 

 

○正式競技  【滋賀県が主体で準備・運営し、野洲市は協力を行う】 

競技名 種別 開催日程 競技会場 

ラグビーフットボール 全種別 10月３日(金)～７日(火) 滋賀県希望が丘文化公園 

 

○公開競技 

競技名 種別 開催日程 競技会場 

武術太極拳 全種別 ８月 30日(土)～31日(日) 野洲市総合体育館 

 

○デモンストレーションスポーツ 

競技名 主管 開催日程 競技会場 

スポーツ鬼ごっこ 
NPO法人 YASU

ほほえみクラブ 
６月１日(日) 野洲市野洲川河川公園 

マリンスポーツ 

フェスティバル 

野洲市スポーツ

協会 
７月 21日(月) 

琵琶湖マイアミ浜 

（野洲市中主 B&G海洋

センター艇庫前） 

 

全国障害者スポーツ大会 

○正式競技 

競技名 障害区分 開催日程 競技会場 

卓球 

サウンドテーブル 

テニスを含む 

身体・知的・精神 10月 25日(土)～26日(日) 野洲市総合体育館 

 

 

 

報告事項 
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リハーサル大会 

競技名 主催 大会名 開催日程 競技会場 

卓球 
野洲市 

滋賀県卓球協会 

2024年全日本卓球選手権

大会（団体の部） 

令和６年 

10月 18日（金）～ 

10月 20日（日） 

野洲市 

総合体育館 

バスケット 

ボール 

野洲市 

滋賀県バスケット 

ボール協会 

トップリーグ 

令和７年 

１月 25日（土）～ 

 １月 26日（日） 

野洲市 

総合体育館 

ラグビー 

フットボール 

滋賀県 

滋賀県ラグビー 

フットボール協会 

SHIGA SEVENS 

FESTIVAL 

令和６年 

６月 22日（土）～ 

６月 23日（日） 

滋賀県 

希望が丘 

文化公園 

卓球（サウンド

テーブルテニス

を含む） 

滋賀県 

滋賀県卓球協会 

滋賀県障害者 

スポーツ大会 

令和７年 

５月 25日（日） 

野洲市 

総合体育館 

  ※令和６年２月時点の内容です。 
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わた SHIGA輝く国スポ野洲市開催競技会場等設計業務の進捗について 

 

概要 

 令和６年度に開催するわた SHIGA輝く国スポ競技別リハーサル大会および、令和７年度に開催するわ

た SHIGA輝く国スポ本大会の本市開催競技（卓球・バスケットボール）について、競技会を安全・確実

かつ円滑に行うため、競技会場（野洲市総合体育館）のレイアウト及び必要な仮設物、レンタル物品等

の設営設計業務を民間事業者に委託しています。 

 

経過と今後の予定 

令和５年４月  第１回プロポーザル審査委員会を開催 

７月  公募型プロポーザル方式による募集を実施（応募１社） 

８月  第２回プロポーザル審査委員会を開催 

審査の結果、委託業者を（株）セレスポに決定 

    ９月～ セレスポ担当者とともに、随時競技会場の視察、打ち合わせを実施 

        レイアウト案等は、県競技団体担当者にチェックいただき、必要に応じて修正 

令和６年３月  委託業務を完了 

４月  競技別リハーサル大会に係る設営業務について入札で事業者を決定（予定） 

    ※令和７年度国スポ本大会に係る設営業務については、令和７年度に別途入札します。 

 

競技会場レイアウト（案） 

次ページ以降に記載します。 

 

 Ｐ. ９～Ｐ.１２  わた SHIGA輝く国スポ・リハーサル大会（卓球競技） 

2024年全日本卓球選手権大会（団体の部） 

 

 Ｐ.１３～Ｐ.１５  わた SHIGA輝く国スポ・リハーサル大会（バスケットボール競技） 

日本社会人バスケットボール トップリーグ（女子） 

 

 Ｐ.１６～Ｐ.１８  わた SHIGA輝く国スポ・本大会（卓球競技） 

 

 Ｐ.１９～Ｐ.２３  わた SHIGA輝く国スポ・本大会（バスケットボール競技） 
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わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ 

野洲市情報通信基本計画（案） 

 

１ 目的 

第７９回国民スポーツ大会「わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ」において、野洲市で実施する情報通信

業務については、大会運営に万全を期すため、わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ実行委員会（以

下「県実行委員会」という。）の「記録業務基本計画」及び「わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ

野洲市開催推進総合計画」に基づき、県実行委員会及び競技団体との密接な連携のもと、関係機関

及び関係団体（以下「関係機関等」という。）の協力を得て、情報通信体制の整備を図る。 

 

２ 内容 

（１）情報通信設備の整備 

大会運営を円滑かつ効率的に行い、選手・監督、役員、視察員、報道員及びその他関係者（以

下「参加者等」という。）並びに一般観覧者の便宜を図るため、関係機関等の協力を得て、各種

情報通信設備を整備する。 

 

（２）情報通信体制の整備 

ア 競技会運営における情報通信体制 

競技会運営を円滑かつ効率的に実施するため、関係機関等の協力のもとに、情報通信体制

の整備を図る。 

イ 記録・報道業務における情報通信体制 

競技記録を迅速かつ正確に送受信するとともに、記録・報道業務を円滑かつ効率的に実施

するための情報通信体制を整備する。 

 

（３）参加者等への情報提供サービス 

参加者等へ交通、観光等の情報及び競技に関する情報等を迅速に提供する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１号議案 

２４ 



 

 

 

わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ野洲市実行委員会専門委員会規程 

 

（趣旨） 

第１条 この規程はわたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ野洲市実行委員会会則（令和４年４月１９日施

行）第１３条第３項の規定に基づき、わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ野洲市実行委員会専門委員

会（以下「専門委員会」という。）の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（名称等） 

第２条 専門委員会の名称並びにわたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ野洲市実行委員会常任委員会から

の付託又は委任事項は、別表のとおりとする。 

（役員） 

第３条 専門委員会に次の役員を置く。 

（１）委員長 １名 

（２）副委員長 若干名 

（役員の選任） 

第４条 委員長及び副委員長は、専門委員のうちからわたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ野洲市実行委

員会会長（以下「会長｣という。）が委嘱する。 

（役員の職務） 

第５条 委員長は、専門委員会を代表し、会務を総理する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故のあるとき、又は欠けたときはあらかじめ委員長が指

名した副委員長が、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 専門委員会は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 専門委員会は、専門委員の過半数の出席がなければ開催し、議決することはできない。ただし、会

議に出席できない専門委員は、あらかじめ通知された事項について、代理人に権限を委任し、又は書

面で議決に加わることができる。この場合において、当該専門委員は、出席したものとみなす。 

３ 専門委員会の議事は、出席した専門委員（代理人に権限を委任し、又は書面で議決に加わった者を

含む。）の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

４ 委員長は、必要に応じて専門委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。 

５ 委員長は、必要があると認めるときは、専門委員に事前に送付した議案に対し書面をもって表決を

求め、その結果を専門委員会の議決に代えることができる。 

（専門部会） 

第７条 専門委員会は、運営上必要があるときは、専門委員会に専門部会を設置し、専門的事項につい

て調査研究等を行わせ、その結果を報告させることができる。 

２ 専門部会の委員は、会長が委嘱する。 

参考資料 

２５ 



 

 

３ 第３条から第６条までの規定は、専門部会について準用する。この場合において、これらの条文中、

「専門委員会」とあるのは「専門部会」と、「委員長」とあるのは「部会長」と、「副委員長」とある

のは「副部会長」と、「専門委員」とあるのは「部会委員」と読み替えるものとする。 

４ 部会委員の任期は、専門委員の任期の例による。 

（委任） 

第８条 この規程に定めるもののほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は委員長が、専門部会の運

営に関し必要な事項は部会長が別に定める。 

 

附 則 

この規程は、令和４年９月２０日から施行する。 
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別表（第２条関係） 

名 称 付託事項 委任事項 

総務・企画 

専門委員会 

１ 総務企画に関すること。 

２ 財務に関すること。 

３ 広報に関すること。 

４ 市民協働に関すること。 

５ 観光及びおもてなしに関すること。 

６ 他の専門委員会に属さない事項に 

関すること。 

左記付託する事項のうち、

事業の実施に関すること。 

競技・式典 

専門委員会 

１ 競技に関すること。 

２ 式典に関すること。 

３ 施設に関すること。 

４ その他競技式典に関すること。 

左記付託する事項のうち、

事業の実施に関すること。 

宿泊・衛生 

専門委員会 

１ 宿泊に関すること。 

２ 医事及び衛生に関すること。 

３ その他宿泊衛生に関すること。 

左記付託する事項のうち、

事業の実施に関すること。 

輸送・交通 

専門委員会 

１ 輸送及び交通に関すること。 

２ 消防及び警備に関すること。 

３ その他輸送交通に関すること。 

左記付託する事項のうち、

事業の実施に関すること。 
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わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ野洲市実行委員会事務局 

（野洲市教育委員会事務局 国スポ・障スポ大会推進室） 

〒520-2395 野洲市小篠原 2100番地１ 別館２階 

TEL：077‐587‐8813 FAX：077‐587‐6961 

E-MAIL：kokusupo@city.yasu.lg.jp 


